
 

  
 

「同一労働同一賃金」対策について、厚生労働省からは様々な資料が提供されています。何から取

り組んでいいか分からない事業主のためには、「取組手順書」や「職務分析・職務評価ツール」がダ

ウンロードできるようになっていますし、「働き方改革推進支援センター」による無料相談もありま

す。さらに、事業主に求められる取組の解説動画まで出ました。 

弊社へのご相談も「同一労働同一賃金」一色となっております。漠然とした不安を抱えておられる

場合は、「雇用形態別対照表」の作成をご提案しております。就業規則や労働契約書はもちろん、実

態をヒアリングしながら「正社員と非正規社員の待遇差」を一覧表にまとめていきます。どの待遇差

を解消しなければいけないかが明確となる点、ご好評をいただいております。ぜひ、ご相談ください。 

 

 

年末調整業務を行うには、扶養控除申告書・保険料控除申告書・住宅控除申告書など紙の書類に記

入してもらい、証明書類を添付したうえで回収→記入内容のチェック→修正箇所の問合せ…など、担

当者泣かせの煩雑な作業が伴います。これについて、令和 2 年（2020 年）分の年末調整からは電子

データを勤務先へ提供することが可能となりました。 

 
 

※勤務先企業は、あらかじめ所轄税務署長に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の 

電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります 

【令和１年 9月 30日号】 



 

 法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の枚数が 100枚以上（現行 1,000

枚以上）である法定調書については、令和 3年 1月 1日以降、e-Taxまたは光ディスク等による提出

が必要となります。 

 

※e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務づけられていない場合に光ディスク等で提出する 

ときは、税務署への事前の申請と承認が必要です。 

 

 

ハローワークのシステムとインターネットハローワークサービスのリニューアルに伴い、求人票

の様式が変更されることになりました。より詳しい求人情報や事業所情報を提供できるようになり

ます。 

求人票様式の見直しにより 

①求人票からなくなる情報：「最寄り駅」「住み込み」「選考結果通知〇日後」など 

②表示可能文字数が減少するもの：「必要な免許・資格（84字→28字）」など 

③求人票の表示情報を集約するもの：「昇給制度の有無」と「賞与制度の有無」が新設など 

※2019年 12月末までの間、求人申し込みにあたって、求人条件や事業所情報などについて内容確認

や追加情報登録の連絡が入ることあり（2020年 1月 6日以降、新設する情報欄は「空欄」で表示）。 

 

 

 本年 8月の前線に伴う大雨により、九州北部地方を中心に河川の氾濫などにより被害を受けた会社

も多く、事業活動への影響が大きく出ました。このような場合、賃金等の労働者の労働条件について

会社が守らなければならない事項をまとめたＱ＆Ａが公表されています。今後、同様の状況になった

ときも参考になる内容ですので、ぜひ、確認しておきましょう（派遣労働に関するＱ＆Ａもあり）。 

Ｑ：大雨による水害等により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を 

休業させる場合、「使用者の責めに帰すべき事由」による休業に当たりますか？ 

Ａ：天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責めに帰すべき事由にあたらず、使用者に休業 

手当支払いの義務はありません。ただし「不可効力」とは、①その原因が事業の外部より発生

した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けること

のできない事故であることの 2つの要件を満たすものでなければならない。 
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